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構造改革特別区域計画 
 
１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 
  北九州市 
 
２ 構造改革特別区域の名称 
  北九州市福祉有償運送セダン型車両特区 
 
３ 構造改革特別区域の範囲 
  北九州市の全域 
 
４ 構造改革特別区域の特性 
  北九州市は、福岡県北部に位置し、面積は４８５．５５平方キロメートルである。住民基本

台帳による本市の人口は９９０，８７０名であり、その内高齢者人口が２１５，０６８名で高

齢化率が２１．７％と他の政令市と比較して高く、高齢社会の到来がいち早く進んでいる状況

にある。また、身体障害者手帳交付者数は４６，９７１名、療育手帳交付者は７，０３７名、

精神障害者保健福祉手帳交付者数は２，７２４名である。（いずれの数値も平成１７年３月３１

日現在） 
 
【移動制約者の状況】 
（１） 介護保険の要支援・要介護認定者 
 要介護認定を受けた第１号被保険者数（６５歳以上の被保険者）は４４，２１９名であり、

このうち要介護１～２及び要支援者３０，８７１名については市内移動においてセダン型車両

でも対応することが可能と思われる。（平成１７年３月３１日現在） 
（２） 身体障害者手帳交付者 
 身体障害者手帳交付者については、特に移動に制約があると推計される視覚障害者数が４，

１５３名、肢体不自由者数が２３，２４３名、内部障害者数が１４，６４１名である。（平成１

７年３月３１日現在） 
 福祉車両によるボランティア輸送は、車椅子等の補装具を利用しなければならない障害者（特

に肢体不自由者）に対する移送の支援として行われているが、視覚障害者や内部障害者の大部

分は、福祉車両による移送は必要としないが、一人で公共交通機関を利用することは困難であ

ると推定され、セダン型車両による移送の需要者であると思われる。 
（３） 療育手帳交付者 
 平成１７年３月３１日現在、療育手帳交付者数は７，０３７名である。知的障害者の中には、

公共交通機関の利用方法などが理解できない方もおり、また、介護者や環境が変わるとパニッ

クに陥る障害者も多い。肢体不自由と重複障害が無い知的障害者については、福祉車両による

移送は必要でないため、ボランティアによるセダン型車両を用いた移送サービスであれば、本

人をよく理解している特定の運転者が特定の車両による移送を可能にし、利用者にとって利便

性の高い移送手段が確保される。 
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（４） 精神障害者保健福祉手帳交付者 
 平成１７年３月３１日現在、精神障害者保健福祉手帳交付者数は２，７２４名である。精神

障害者のうち一部については、公共交通機関の利用が困難であるため、日常生活の延長線上に

おける移動手段として、セダン型車両を利用した移送手段の確保が重要である。 
 
【公共交通機関等の状況】 
 市内の公共交通機関は、ＪＲ（鹿児島本線、日豊本線、筑豊本線）、市東部（小倉北区、小倉

南区）を南北に縦貫している北九州モノレール、市西部（八幡西区）の筑豊電気鉄道がある。 
 バス路線については、ＪＲの主要な駅（折尾駅、黒崎駅、八幡駅、戸畑駅、小倉駅、門司駅）

を中心に発達し、市内では西鉄バス北九州（株）、北九州市営バスの２社２１４系統のバス路線

が営業運行している。平成１７年４月現在スロープ付バスの導入状況は西鉄バスが３０．２％、

市営バスが３１．７％である。 
また、病院や公共交通機関等への移動が困難な地域において、高齢者等住民の日常生活や外

出を支援する交通手段を確保するため、「おでかけ交通」としてマイクロバスやジャンボタクシ

ーが現在５地区（高台対策２地区、廃止路線対策３地区）運行している。 
 タクシーについては、一般タクシー３，１５４台、個人タクシー６５１台のあわせて３，８

０５台が運行しており、そのうち福祉タクシー４９台が運行している。（平成１７年６月現在） 
 一方市の移動制約者への支援事業としては、重度障害者タクシー利用補助を行っている。 
  
５ 構造改革特別区域計画の意義 
  平成１６年度に実施した「北九州市高齢者等実態調査」によると、高齢者福祉に対する重点

施策（複数回答可）において在宅要援護高齢者（要介護・要支援認定高齢者）の３２．４％、

一般高齢者の２０．２％が移送サービス（病院や施設へ行くときの送迎など）の充実を挙げて

いる。 
  セダン型車両で運行を行っている移送サービス団体からの聴き取り調査においても、福祉車

両限定の福祉送迎サービスでは「移送ニーズの多さから、現状の車両数では対応できない。」「セ

ダン型で対応が可能な利用者に対しても、福祉車両を利用しなければならなくなり、今までど

おりの送迎サービスの継続が難しくなる。」などの意見があり、セダン型への使用車両拡大によ

り、車両数の増加、運転者の確保につながり、より多くのニーズにこたえることができる。 
 

６ 構造改革特別区域計画の目標 
  現在策定作業中である、平成１８年度以降の北九州市における保健福祉分野のマスタープラ

ンとなる（仮称）「健康福祉北九州総合計画」では「“地域”を舞台に誰もが健やかにその人ら

しい生活を安心して送ることができる“まちづくり”」を掲げている。 
福祉有償運送における使用車両を拡大することは、ボランティアの活動の場を広げ、利便性

のある移送手段の供給量の確保に繋がる。これにより、移送サービスが拡充され、移動制約者

が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活の出来る環境整備が可能となり、本市の保健福祉

施策の充実に資する。 
 
７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 
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  福祉有償運送における使用車両を拡大し充実していくことにより、介護保険の要支援者・要

介護者、身体障害者、知的障害者、難病患者等の移動制約者の余暇活動や地域活動への参加が

容易となり、症状の改善や予防効果による医療費の削減が期待される。 
また、送迎をＮＰＯ等が代替することにより、介護者等を抱える家族の精神的・肉体的負担

が軽減され、ひいては家族の社会活動の維持が期待される。 
 
８ 特定事業の名称 
  ＮＰＯ等によるボランティア輸送としての有償運送における使用車両の拡大事業  
１２１６（１２０６） 

 
９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業に

関連する事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と

認める事項 
 
（１）重度障害者タクシー利用補助 

（目 的）在宅の重度障害者に対し、その者が利用するタクシーの乗車運賃の一部を助成す

ることにより、社会参加を促進し、福祉の増進を図ることを目的とする。  

（対象者）市内に住所があり、市民税非課税世帯に属し、身体障害者福祉法の規定により身

体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が１級または２級の障害を有する者のう

ち、視覚障害を有する者、肢体不自由の下肢、体幹又は移動機能に障害を有する者、心臓、

じん臓、呼吸器、ぼうこう、小腸又は免疫の機能に障害を有する者、療育手帳の交付を受け

ている者で、障害の程度が「Ａ」に該当する者、精神保健福祉手帳の交付を受けている者で、

障害の程度が「１級」に該当する者。 

（交付・助成方法）タクシー小型又はリフト付タクシー初乗運賃相当額を助成、利用券は月４枚とし、

申請の有った日の属する月から当該月の属する年度の末月までの分を一括して交付する。 

年間４８枚交付。 

（利用額） ７４，２２２，０８０円（平成１６年度） 

  

 （２）介護保険サービス（介護タクシー） 
介護保険サービスの介護報酬の対象となるサービスで、訪問介護の中で、「通院等のための

乗車又は降車の介助が中心である場合」にあたるもの。通常、運転中のタクシー料金は介護

報酬には算定できない。 

   利用可能な対象者は要介護１以上の認定を受けている者。 

   市内における平成１７年４月の利用人数は２，５０８名、利用回数は２３，７９９回であ

った。 

 

 （３）障害者支援費サービス 

   ①通院等乗降介助 

    ホームヘルパーが自らの運転する車両又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前

若しくは降車後の屋内外における移動などの介助又は通院先での受診などの手続き､移動
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などの介助を行う。 

    市内における平成１７年４月の利用人数は１２名、利用回数は１３９回であった。 

   ②移動介護 

    社会参加を目的とした外出をする際に、ガイドヘルパーが付き添いをする。 

    市内における平成１７年４月の利用人数は１２７名、利用回数は１，５４１．５時間で

あった。 
  
別紙 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容、実施

主体及び開始の日並びに特定事業ごとの規制の特例措置の内容 
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別 紙 
 
１ 特定事業の名称 
 
  １２０６（１２１６） 
  ＮＰＯ等によるボランティア輸送としての有償運送における使用車両の拡大事業 
 
２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 
   
  構造改革特別区域内で活動する、運営協議会において認められた社会福祉法人、商工会議所、

商工会、ＮＰＯ法人、医療法人及び公益法人等の非営利法人 
 
３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 
 
  構造改革特別区域計画認定日 
 
４ 特定事業の内容 
 
（１） 運送主体 
  北九州市内で活動を行う社会福祉法人、商工会議所、商工会、ＮＰＯ法人、医療法人、公益

法人等の非営利法人 
 
（２） 事業が行われる区域 
  出発地又は到着地が北九州市 
 
（３） 事業により実現される行為 
  要介護認定者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等の移動制約者などで、あ

らかじめ運送実施主体に登録をした会員及びその同伴者に対し、セダン型などの一般車両を用

いて有償送迎サービスを提供する。 
 
５ 当該規制の特例措置の内容 
 
  ＮＰＯ等によるボランティア輸送としての福祉有償運送の使用車両については、車椅子もしく

はストレッチャ－のためのリフト、スロープ、寝台等の特殊設備を設けた自動車、又は、回転シ

ート、リフトアップシート等の装置を設けた自動車に限定されているが、特例措置として使用車

両をセダン型まで拡大しての福祉有償運送サービスの提供を行う。 
 
（１） 北九州市福祉有償運送運営協議会の設置 
  福祉有償運送の安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、「北九州市福

祉有償運送運営協議会（以下「運営協議会」という。）を設置する。 
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  運営協議会は北九州市の主宰とし、事務局は北九州市保健福祉局計画課に設置する。 
 

【協議会の委員】 
・ 福祉関係団体 
・ 交通関係団体 
・ 学識経験者 
・ 九州運輸局福岡運輸支局職員 
・ 北九州市職員 
・ その他関係団体 

    【運営方法】 
      運営協議会の議事は、委員の合議で決するが、協議が整わない場合においては、会長

及び会長があらかじめ委員の中から指名した者が協議して決定するところによるものと

する。 
 
（２） 運送の条件 

① 運送主体 
  当該輸送の確保について市長名で具体的な協力依頼を受けた、営利を目的としない法人

又は地方公共団体が自ら主宰するボランティア組織であり、福祉有償運送を行うことが法

人の目的の範囲外の行為にあたるものでないことを要する。 
 
② 福祉有償運送の対象者 
福祉有償運送の対象となる旅客は、会員として登録された下記の条件のいずれかに該当

する者及びその付添人とする。 

・ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第３項にいう「要介護者」及び第４

項にいう「要支援者」 

・ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条にいう「身体障害者」 

・ その他肢体不自由、内部障害（人工血液透析を受けている場合を含む。）、精神障害、

知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用

することが困難な者。 

③ 対象者の管理 
運送主体では、対象者の会員登録を行い会員の氏名、住所、年齢、及び移動制約者・住

民等であることの事実その他必要な事項を記入した会員登録簿を作成し、適切に管理する

ものとする。 
 

④ 使用車両 
・ 車椅子もしくはストレッチャ－対応のためのリフト・スロープ・寝台等特殊な設備

を設けた自動車 
・ 回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための設備を設けた自動車 
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・ セダン型などの一般車両 
○ 使用権原 
使用する車両については、運送主体が使用権原を有していることを要するものとす

る。この場合において、運転者等から提供される自家用自動車を使用するときは、以

下の事項に適合することを要するものとする。 

・ 運送主体と、自家用自動車を提供し、当該輸送に携わる者との間に当該車両の使用

に係る契約が締結され、当該契約の内容を証する書面が作成されていること。 

・ 当該契約において、有償運送の管理及び運営、特に事故発生、苦情等への対応につ

いて運送主体が責任を負うことが明確化されていること。 

・ 利用者に対し、事故発生、苦情等の対応に係る運送主体の責任者及び連絡先が明り

ょうに表示されていること。 

○ 車両の表示 
外部から見やすいように、使用車両の車体側面に有償運送の許可を受けた車両であ

る旨を表示すること。 

 

○ 自動車登録簿 

運送主体においては、使用する自動車の型式、自動車登録番号及び初年度登録年、

損害賠償措置、関係する設備又は装置その他必要な事項を記入した自動車登録簿を作

成し、適切に管理するものとする。 

 

⑤ 運転者 

     普通第二種免許を有することを基本とする。これによりがたい場合には、運営協議会に

おいて市内の交通の状況等を考慮して、十分な能力及び経験を有していると認められるこ

とを要するものとする。 

・ 申請日前一定期間運転免許停止処分を受けていない者 

・ 福岡県公安委員会等が実施する実車の運転を伴う特定任意講習等の講習を受講し

た者 

・ 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了

した者 

・ 移送サービス運営マニュアル編集委員会が発行するテキスト等に基づき運送主体

が自主的に行う福祉輸送に関する研修を修了した者 

・ その他移動制約者の輸送の安全の確保に関し必要な知識又は経験を有する者 

⑥ 損害賠償措置 

運送に使用する車全てについて、対人８，０００万円以上及び対物２００万円以上の任

意保険若しくは共済（搭乗者傷害を対象に含むものに限る。）に加入していること。 
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⑦ 運送の対価 

運送の対価については、市内における一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額、公共

交通機関の状況等地域の特性等を勘案しつつ、営利に至らない範囲において設定されるも

のであることを要するものとする。 

上限については、一般乗用旅客自動車運送事業のおおむね２分の１を目安に設定する。 

 

⑧ 管理運営体制 

運行管理、指揮命令、運転者に対する監督及び指導、事故発生時の対応並びに苦情処理

に係る体制その他の安全の確保及び旅客の利便の確保に関する体制が明確に整備されてい

ることを要するものとする。 

 

⑨ 法令遵守 

許可を受けようとする者が、道路運送法第７条の欠格事由に該当するものでないこと。 

 
 
  


